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第６１号議案 

 

 

 

   芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

   平成３０年９月３日提出 

 

 

 

芦屋市長 山 中  健        

 

 

 

 

提案理由 

 

建築基準法の一部改正に伴い，建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料を定

めるとともに，不正競争防止法等の一部を改正する法律による工業標準化法の一部改

正に伴い，関係条文を整理するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

(芦屋市手数料条例の一部改正) 

第１条 芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下，改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」

という。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 総務関係・２ 民生関係 １ 総務関係・２ 民生関係 

（略） 
 

（略） 

３ 建設関係 ３ 建設関係 

(1) 租税特別措置法関係 (1) 租税特別措置法関係 

(略） 
 

(略) 
(2) 建築基準法関係 (2) 建築基準法関係 

番号 事務 名称 金額 

1 ～

12 
（略）  

13 建築基準法第42条

第1項第5号の規定

に基づく道路の位 

（略） 

番号 事務 名称 金額 

1～

12 
（略）  

13 建築基準法第42条

第1項第5号の規定

に基づく道路の位 

（略） 
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改正後 改正前 

 置指定の申請に対

する審査 
 

14 建築基準法第43条

第2項第1号の規定

に基づく認定の申

請に対する審査 

建築物の敷地と道

路との関係の認定

申請手数料 

1件につき 27,000円 

15 建築基準法第43条

第2項第2号の規定

に基づく許可の申

請に対する審査 

 

建築物の敷地と道

路との関係の許可

申請手数料 

1件につき 33,000円 

16～

51 
（略）  

52 建築基準法第85条

第5項の規定に基づ

く仮設興行場等の

建築の許可の申請

に対する審査 

仮設興行場等建築

許可申請手数料 

1件につき，次の各号に

定めるとおりとする。

(1) 期間が3月以内の

場合 60,000円 

(2) 期間が3月を超え

1年以内の場合 

120,000円 

53 建築基準法第85条

第6項の規定に基づ

く仮設興行場等の

建築の許可の申請

に対する審査 

1年を超えて使用

する特別の必要が

ある仮設興行場等

建築許可申請手数

料 

1件につき 160,000円

54 建築基準法第86条 

第1項の規定に基づ 

く1又は2以上の建 

築物に関する特例 

の認定の申請に対 

する審査 

（略） 

 置指定の申請に対

する審査 
 

  

 

 

 

  

14 建築基準法第43条

第1項ただし書の規

定に基づく建築の

許可の申請に対す

る審査 

建築物の敷地と道

路との関係の建築

許可申請手数料 

1件につき 33,000円 

15～

50 
（略）  

51 建築基準法第85条

第5項の規定に基づ

く仮設建築物の建

築の許可の申請に

対する審査 

仮設建築物建築許

可申請手数料 

1件につき，次の各号に

定めるとおりとする。

(1) 期間が3月以内の

場合 60,000円 

(2) 期間が3月を超え

1年以内の場合  

120,000円 

  

 

 

 

 

  

52 建築基準法第86条 

第1項の規定に基づ

く1又は2以上の建 

築物に関する特例 

の認定の申請に対 

する審査 

（略） 
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改正後 改正前 

55～

67 
（略）  

 

53～

65 
（略）  

(3) 屋外広告物関係～(9) 建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律関係 

(3) 屋外広告物関係～(9) 建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律関係 

（略）  
 

（略）  
４ 消防関係・５ その他共通関係 ４ 消防関係・５ その他共通関係 

（略）  
 

（略）  
 

 

第２条 芦屋市手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下，改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」

という。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 総務関係・２ 民生関係 １ 総務関係・２ 民生関係 

（略） 
 

（略） 

３ 建設関係 ３ 建設関係 

(1) 租税特別措置法関係 (1) 租税特別措置法関係 

(略) 
 

(略) 
(2) 建築基準法関係 (2) 建築基準法関係 

番号 事務 名称 金額 

1～

65 
（略）  

番号 事務 名称 金額 

1～

65 
（略）  
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改正後 改正前 

66 建築物の確認済証，

中間検査済証，完了

検査済証等に関す

る証明の交付又は

建築計画概要書若

しくは指定道路図

の写しの交付 

建築物等に係る証

明等手数料 

1件につき 300円 

（指定道路図の写し

は，縮尺2,500分の1で

日本産業規格Ａ列4番

の用紙1枚を1件とす

る。） 

67 （略）  
 

66 

 

建築物の確認済証，

中間検査済証，完了

検査済証等に関す

る証明の交付又は

建築計画概要書若

しくは指定道路図

の写しの交付 

建築物等に係る証

明等手数料 

1件につき 300円 

（指定道路図の写し

は，縮尺2,500分の1で

日本工業規格Ａ列4番

の用紙1枚を1件とす

る。） 

67 （略）  

(3) 屋外広告物関係～(9) 建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律関係 

(3) 屋外広告物関係～(9) 建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律関係 

（略）  
 

（略）  
４ 消防関係・５ その他共通関係 ４ 消防関係・５ その他共通関係 

（略）  
 

（略）  
 

 

附 則 

 

この条例中第１条の規定は公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日のいずれ

か遅い日から，第２条の規定は不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）の施行の日から施行する。 
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参 照  

 

 

芦屋市手数料条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

建築基準法の一部改正に伴い，建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料を

定めるとともに，不正競争防止法等の一部を改正する法律による工業標準化法の一

部改正に伴い，関係条文を整理するため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 建築物に係る許認可の申請等の手数料の追加（第１条関係） 

ア 次のいずれにも該当する建築物の認定の申請手数料を１件につき２７，００

０円と定める。 

(ｱ) その敷地が幅員４メートル以上の避難及び通行の安全上必要な基準に適 

合した道に２メートル以上接する建築物 

(ｲ) 利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し一定の基準に適 

合するもの 

(ｳ) 市長が交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

イ １年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等（※）について，市長

が安全上，防火上及び衛生上支障がなく，公益上やむを得ないと認め建築審査

会の同意を得て許可するものの申請手数料を１件につき１６０，０００円と定

める。 

※ 仮設興行場等とは，仮設興行場，博覧会建築物，仮設店舗その他これらに 

類する仮設建築物をいう。 

 

(2) 指定道路図の写しの大きさを指定する「日本工業規格」の名称を「日本産業規

格」に改める。（第２条関係）  

 

(3) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

(1) ２(1)及び(3)の規定 公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律の施行
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の日のいずれか遅い日 

(2) ２(2)の規定 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日 



第６１号議案説明資料 

 

○ 

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）（
抄
） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

                                            

改 
 
 
 

正 
 
 
 

後 

                                                    

改 
 
 
 

正 
 
 
 

前 
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○ 

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）（
第
二
条
関
係
）
（
抄
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

                                            

改 
 
 
 

正 
 
 
 

後 

                                                    

改 
 
 
 

正 
 
 
 

前 
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